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公 告■

伊勢崎都市計画道路について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更する

に当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

令和４年１月４日

群馬県知事 山 本 一 太

都市計画道路中３・３・１２号坂東大橋石山線を次のように変更する。

名 称 位 置 区域 構 造
種 備
別 番号 路線名 起 点 終 点 主 な 延 長 構 造 車線の 幅員 地表式の区間における鉄 考

経過地 形 式 数 道等との交差の構造

幹 3･3･12 坂東大橋石 伊勢崎 伊勢崎 伊勢崎 約 地表式 ４車線 22m 北関東自動車道と立体交
線 山線 市八斗 市波志 市本町 10,680m 差１箇所
街 島町字 江沼町 幹線街路と平面交差１３
路 北孫山 字飯沼 箇所

ＪＲ両毛線と立体交差
東武鉄道伊勢崎線と立体
交差

車線の数の内訳 ２車線 約
4,040m

４車線 約
6,640m

群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、伊勢崎都市計画道路

に係る公聴会を次のとおり開催する。

令和４年１月４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 開催期日及び場所 令和４年１月２８日（金）午後２時から 伊勢崎土木事務所２階第１会議室

２ 作成しようとする都市計画の案 伊勢崎都市計画道路の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県県

土整備部都市計画課、群馬県県土整備部伊勢崎土木事務所及び伊勢崎市都市計画部都市計画課において、令和４

年１月４日（火）から同月１８日（火）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬

県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、令和４年１月１８日（火）までに

下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都
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市計画課、群馬県県土整備部伊勢崎土木事務所、伊勢崎市都市計画部都市計画課及び公聴会の開催予定の場所に

掲示する。

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５６

別記様式

伊勢崎都市計画道路の変更（３・３・１２号坂東大橋石山線の変更）に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 山本 一太 あて

令和４年１月４日付け群馬県報に登載された伊勢崎都市計画道路の変更に係る都市計画の県原案に対し
て、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

公安委員会規則■

群馬県道路交通法施行細則及び群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する

規則をここに公布する。

令和４年１月４日

群馬県公安委員会委員長 町 田 錦一郎

群馬県公安委員会規則第１号

群馬県道路交通法施行細則及び群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を改正

する規則

（群馬県道路交通法施行細則の一部改正）

第１条 群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

第２６条第１項中「２通」を削り、同条第２項中「２通を、所轄警察署長」を「を所轄警察署長」に改め、同

条第３項第１号中「又は住民票の写し」を「、住民票の写し又は氏名及び生年月日が記載された官公庁の発行す

る顔写真付き身分証明書の写し」に改め、同項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第

５号を第４号とする。

第２７条を次のように改める。

第２７条 削除

別記様式第１７及び別記様式第１８を次のように改める。

別記様式第１７及び別記様式第１８ 削除

（群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第２条 群馬県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成１４年群馬県公安委員会規則第８

号）の一部を次のように改正する。

第４条を次のように改める。

第４条 削除
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第５条の見出しを「（安全運転管理者等の解任命令）」に改め、同条中「読替え後の道路交通法」を「法第１

９条第１項の規定により読み替えて適用される道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「読替え後の道路

交通法」という。）」に改める。

第６条第１項中「読替え後の道路交通法施行規則」を「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行

に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令（平成１４年内閣府令第３５号）の規定により読み

替えて適用される道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「読替え後の道路交通法施行規則」

という。）」に、「公安委員会が」を「群馬県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が」に改める。

別記様式第３号及び別記様式第４号を次のように改める。

別記様式第３号及び別記様式第４号 削除

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

警察本部告示■

◎群馬県警察本部告示第１号

群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する細則（令和３年群馬県警察本

部告示第４号）の一部を次のように改正する。

令和４年１月４日

群馬県警察本部長 千代延 晃 平

別表の１の項中「第１６条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）」を「第１０条第１項、第１１

条第１項（第１６条第３項及び第１７条第２項において準用する場合に限る。）及び第１６条第２項（第１７条第

２項において準用する場合を含む。）」に改め、同表の３の項中「第７８条第１項」を「第７４条の３第５項並び

に第７８条第１項」に改め、同表に次のように加える。

４ 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号） 第５条第１項及び第８条第１項

５ 群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１ 第１８条第１項
号）

６ 群馬県緊急通行車両等に係る事前届出及び確認の手続等に関する規 第３条第２項
則（平成２５年群馬県公安委員会規則第４号）

７ 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関 第１０条第３項
する法律（平成２８年法律第９号）

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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